
　2024 年度の診療報酬改定により、陽子線がん治療の公的医療保険の適用範囲が拡大されました。
　新たに対象となる疾患は、「早期肺がん（Ⅰ期からⅡＡ期のものに限る）」です。（ただし、手術による根治的な
治療法が困難なものに限る）
　あわせて高額療養費制度を活用することで、患者さんの費用負担は大幅に軽減され、陽子線治療をさらに受
けやすくなります。

陽子線がん治療の対象となるがん
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　当院では正確に患部への照射を行うために、CTを用いて毎回
がん病巣の位置を確認し、より高精度な治療を行っています。
　従来は、このCT位置決めシステムを利用できるのは治療室３
の１室のみでしたが、令和５年に治療室２にもこのシステムを導入
し、より正確な治療を行っています。
CTの導入にあわせて、治療室２の内装を明るく、開放的な
雰囲気に改装し、小児を含むがん患者さんが抵抗なく治療に取り
組めるようにしています。

■公的医療保険適用の場合

陽子線がん治療の費用（イメージ）

治療室２にCT位置決めシステムを導入しました！

高額療養費制度を活用することにより、自己負担額は下記のようになります。

※民間保険の先進医療特約を利用することができます。

■先進医療の場合

照射回数 ～20回

照射回数 21回～25回

照射回数 26回～ 

240万円

250万円

260万円

陽子線治療

先進医療適用の疾患

先進医療

標準報酬月額83万以上

標準報酬月額53～79万

標準報酬月額28～50万

標準報酬月額26万以下

住民税非課税

区分 所得区分所得区分 費用の目安 費用の目安自己負担
割合

自己負担
割合

70歳未満

・自己負担限度額

70歳以上

約27万円

約18万円
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約18万円
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